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「輸出貿易管理令又は輸入貿易管理令に係る条約等の締約国等について」（令和３

年１月２７日付け輸出注意事項２０２１第６号・輸入注意事項２０２１第４号）の一

部を改正する規程を次のとおり制定する。 
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「輸出貿易管理令又は輸入貿易管理令に係る条約等の締約国等について」

の一部改正について 
 
 
「輸出貿易管理令又は輸入貿易管理令に係る条約等の締約国等について」（令和３

年１月２７日付け輸出注意事項２０２１第６号・輸入注意事項２０２１第４号）の一

部を別紙の新旧対照表のとおり改正する。 

 
 

附 則 
この規程は、公布の日から施行する。



（別 紙） 
「輸出貿易管理令又は輸入貿易管理令に係る条約等の締約国等について」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部は改正部分） 
〇輸出貿易管理令又は輸入貿易管理令に係る条約等の締約国等について（令和３年１月２７日付け輸出注意事項２０２１第６号・輸入注意事項２０２１第４号） 

改 正 後 現 行 

１ （略） 

 

２ 使用済燃料管理及び放射性廃棄物管理の安全に関する条約の締約国等  
アルバニア、アルゼンチン、アルメニア、オーストラリア、オーストリア、ベラルー

シ、ベルギー、ベナン、ボリビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボツワナ、ブラジル、

ブルガリア、カナダ、チリ、中華人民共和国、コンゴ共和国、クロアチア、キューバ、

キプロス、チェコ、デンマーク、エリトリア、エストニア、フィンランド、フランス、

ガボン、ジョージア、ドイツ、ガーナ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、インド

ネシア、イラク、アイルランド、イタリア、ヨルダン、カザフスタン、大韓民国、キル

ギス、ラトビア、レソト、リトアニア、ルクセンブルク、マダガスカル、マラウイ、マ

ルタ、モーリタニア、モーリシャス、メキシコ、モンテネグロ、モロッコ、オランダ、

ニジェール、ナイジェリア、北マケドニア、ノルウェー、オマーン、パラグアイ、ペル

ー、ポーランド、ポルトガル、モルドバ、ルーマニア、ロシア、ルワンダ、サウジアラ

ビア、セネガル、セルビア、スロバキア、スロベニア、南アフリカ共和国、スペイン、

スウェーデン、スイス、シリア、タジキスタン、タイ、トルコ、ウクライナ、アラブ首

長国連邦、英国、アメリカ合衆国、ウルグアイ、ウズベキスタン、ベトナム、ジンバブ

エ、欧州原子力共同体 

 

３ （略） 

 

４ 有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約（以下「バ

ーゼル条約」 という。）の締約国等  
（１）バーゼル条約の締約国等 

アフガニスタン、アルバニア、アルジェリア、アンドラ、アンゴラ、アンティグア・

バーブーダ、アルゼンチン、アルメニア、オーストラリア、オーストリア、アゼルバ

イジャン、バハマ、バーレーン、バングラデシュ、バルバドス、ベラルーシ、ベルギ

ー、ベリーズ、ベナン、ブータン、ボリビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボツワナ、

ブラジル、ブルネイ、ブルガリア、ブルキナファソ、ブルンジ、カーボベルデ、カンボ

ジア、カメルーン、カナダ、中央アフリカ、チャド、チリ、中華人民共和国、コロンビ

１ （略） 

 

２ 使用済燃料管理及び放射性廃棄物管理の安全に関する条約の締約国等  

アルバニア、アルゼンチン、アルメニア、オーストラリア、オーストリア、ベラルー

シ、ベルギー、ベナン、ボリビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボツワナ、ブラジル、

ブルガリア、カナダ、チリ、中華人民共和国、コンゴ共和国、クロアチア、キューバ、

キプロス、チェコ、デンマーク、エリトリア、エストニア、フィンランド、フランス、

ガボン、ジョージア、ドイツ、ガーナ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、インド

ネシア、アイルランド、イタリア、ヨルダン、カザフスタン、大韓民国、キルギス、ラ

トビア、レソト、リトアニア、ルクセンブルク、マダガスカル、マラウイ、マルタ、モ

ーリタニア、モーリシャス、メキシコ、モンテネグロ、モロッコ、オランダ、ニジェー

ル、ナイジェリア、北マケドニア、ノルウェー、オマーン、パラグアイ、ペルー、ポー

ランド、ポルトガル、モルドバ、ルーマニア、ロシア、ルワンダ、サウジアラビア、セ

ネガル、セルビア、スロバキア、スロベニア、南アフリカ共和国、スペイン、スウェー

デン、スイス、シリア、タジキスタン、タイ、ウクライナ、アラブ首長国連邦、英国、

アメリカ合衆国、ウルグアイ、ウズベキスタン、ベトナム、ジンバブエ、欧州原子力共

同体 

 

３ （略） 

 

４ 有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約（以下「バ

ーゼル条約」 という。）の締約国等  
（１）バーゼル条約の締約国等 

アフガニスタン、アルバニア、アルジェリア、アンドラ、アンゴラ、アンティグア・

バーブーダ、アルゼンチン、アルメニア、オーストラリア、オーストリア、アゼルバ

イジャン、バハマ、バーレーン、バングラデシュ、バルバドス、ベラルーシ、ベルギ

ー、ベリーズ、ベナン、ブータン、ボリビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボツワナ、

ブラジル、ブルネイ、ブルガリア、ブルキナファソ、ブルンジ、カーボベルデ、カンボ

ジア、カメルーン、カナダ、中央アフリカ、チャド、チリ、中華人民共和国、コロンビ



ア、コモロ、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、クック、コスタリカ、コートジボワー

ル、クロアチア、キューバ、キプロス、チェコ、デンマーク、ジブチ、ドミニカ、ドミ

ニカ共和国、エクアドル、エジプト、エルサルバドル、赤道ギニア、エリトリア、エス

トニア、エスワティニ、エチオピア、ＥＵ（欧州連合）、フィンランド、フランス、ガ

ボン、ガンビア、ジョージア、ドイツ、ガーナ、ギリシャ、グレナダ、グアテマラ、ギ

ニア、ギニアビサウ、ガイアナ、ホンジュラス、ハンガリー、アイスランド、インド、

インドネシア、イラン、イラク、アイルランド、イスラエル、イタリア、ジャマイカ、

ヨルダン、カザフスタン、ケニア、キリバス、北朝鮮、大韓民国、クウェート、キルギ

ス、ラオス、ラトビア、レバノン、レソト、リベリア、リビア、リヒテンシュタイン、

リトアニア、ルクセンブルク、マダガスカル、マラウイ、マレーシア、モルディブ、マ

リ、マルタ、マーシャル、モーリタニア、モーリシャス、メキシコ、ミクロネシア、モ

ルドバ、モナコ、モンゴル、モンテネグロ、モロッコ、モザンビーク、ミャンマー、ナ

ミビア、ナウル、ネパール、オランダ、ニュージーランド、ニカラグア、ニジェール、

ナイジェリア、北マケドニア、ノルウェー、オマーン、パキスタン、パラオ、パナマ、

パプアニューギニア、パラグアイ、ペルー、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、カ

タール、ルーマニア、ロシア、ルワンダ、セントクリストファー・ネービス、セントル

シア、セントビンセント、 サモア、サンマリノ、サントメ・プリンシペ、サウジアラ

ビア、セネガル、セルビア、セーシェル、シエラレオネ、シンガポール、スロバキア、

スロベニア、ソロモン、ソマリア、南アフリカ共和国、スペイン、スリランカ、パレス

チナ、スーダン、スリナム、スウェーデン、スイス、シリア、タジキスタン、タンザニ

ア、タイ、トーゴ、トンガ、トリニダード・トバゴ、チュニジア、トルコ、トルクメニ

スタン、ツバル、ウガンダ、ウクライナ、アラブ首長国連邦、英国、ウルグアイ、ウズ

ベキスタン、バヌアツ、ベネズエラ、ベトナム、イエメン、ザンビア、ジンバブエ  
（２）経済協力開発機構の加盟国 （略） 
 

５ 国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報

に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約の締約国 

アフガニスタン、アルバニア、アルジェリア、アンティグア・バーブータ、アルゼン

チン、アルメニア、オーストラリア、オーストリア、バーレーン、バルバドス、ベラル

ーシ、ベルギー、ベリーズ、ベナン、ボリビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボツワナ、

ブラジル、ブルガリア、ブルキナファソ、ブルンジ、カンボジア、カメルーン、カナダ、

カーボベルデ、チャド、チリ、中華人民共和国、コロンビア、コンゴ共和国、クック、

コスタリカ、コートジボワール、クロアチア、キューバ、キプロス、チェコ、北朝鮮、

ア、コモロ、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、クック、コスタリカ、コートジボワー

ル、クロアチア、キューバ、キプロス、チェコ、デンマーク、ジブチ、ドミニカ、ドミ

ニカ共和国、エクアドル、エジプト、エルサルバドル、赤道ギニア、エリトリア、エス

トニア、エスワティニ、エチオピア、ＥＵ（欧州連合）、フィンランド、フランス、ガ

ボン、ガンビア、ジョージア、ドイツ、ガーナ、ギリシャ、グアテマラ、ギニア、ギニ

アビサウ、ガイアナ、ホンジュラス、ハンガリー、アイスランド、インド、インドネシ

ア、イラン、イラク、アイルランド、イスラエル、イタリア、ジャマイカ、ヨルダン、

カザフスタン、ケニア、キリバス、北朝鮮、大韓民国、クウェート、キルギス、ラオ

ス、ラトビア、レバノン、レソト、リベリア、リビア、リヒテンシュタイン、リトアニ

ア、ルクセンブルク、マダガスカル、マラウイ、マレーシア、モルディブ、マリ、マル

タ、マーシャル、モーリタニア、モーリシャス、メキシコ、ミクロネシア、モルドバ、

モナコ、モンゴル、モンテネグロ、モロッコ、モザンビーク、ミャンマー、ナミビア、

ナウル、ネパール、オランダ、ニュージーランド、ニカラグア、ニジェール、ナイジェ

リア、北マケドニア、ノルウェー、オマーン、パキスタン、パラオ、パナマ、パプアニ

ューギニア、パラグアイ、ペルー、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、カタール、

ルーマニア、ロシア、ルワンダ、セントクリストファー・ネービス、セントルシア、セ

ントビンセント、 サモア、サントメ・プリンシペ、サウジアラビア、セネガル、セル

ビア、セーシェル、シエラレオネ、シンガポール、スロバキア、スロベニア、ソマリ

ア、南アフリカ共和国、スペイン、スリランカ、パレスチナ、スーダン、スリナム、ス

ウェーデン、スイス、シリア、タジキスタン、タンザニア、タイ、トーゴ、トンガ、ト

リニダード・トバゴ、チュニジア、トルコ、トルクメニスタン、ウガンダ、ウクライ

ナ、アラブ首長国連邦、英国、ウルグアイ、ウズベキスタン、バヌアツ、ベネズエラ、

ベトナム、イエメン、ザンビア、ジンバブエ 
（２）経済協力開発機構の加盟国  （略） 
 

５ 国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報

に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約の締約国 

アフガニスタン、アルバニア、アルジェリア、アンティグア・バーブータ、アルゼン

チン、アルメニア、オーストラリア、オーストリア、バーレーン、ベルギー、ベリーズ、

ベナン、ボリビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボツワナ、ブラジル、ブルガリア、ブ

ルキナファソ、ブルンジ、カンボジア、カメルーン、カナダ、カーボベルデ、チャド、

チリ、中華人民共和国、コロンビア、コンゴ共和国、クック、コスタリカ、コートジボ

ワール、クロアチア、キューバ、キプロス、チェコ、北朝鮮、コンゴ民主共和国、デン



コンゴ民主共和国、デンマーク、ジブチ、ドミニカ、ドミニカ共和国、エクアドル、エ

ルサルバドル、赤道ギニア、エリトリア、エストニア、エスワティニ、エチオピア、Ｅ

Ｕ（欧州連合）、フィンランド、フランス、ガボン、ガンビア、ジョージア、ドイツ、ガ

ーナ、ギリシャ、グレナダ、グアテマラ、ギニア、ギニアビサウ、ガイアナ、ホンジュ

ラス、ハンガリー、インド、インドネシア、イラン、イラク、アイルランド、イスラエ

ル、イタリア、ジャマイカ、ヨルダン、カザフスタン、ケニア、クウェート、キルギス、

ラオス、ラトビア、レバノン、レソト、リベリア、リビア、リヒテンシュタイン、リト

アニア、ルクセンブルク、マダガスカル、マラウイ、マレーシア、モルディブ、マリ、

マルタ、マーシャル、モーリタニア、モーリシャス、メキシコ、モンゴル、モンテネグ

ロ、モロッコ、モザンビーク、ナミビア、ネパール、オランダ、ニュージーランド、ニ

カラグア、ニジェール、ナイジェリア、北マケドニア、ノルウェー、オマーン、パキス

タン、パナマ、パラグアイ、ペルー、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、カタール、

大韓民国、モルドバ、ルーマニア、ロシア、ルワンダ、セントクリストファー・ネービ

ス、セントビンセント、サモア、サントメ・プリンシペ、サウジアラビア、セネガル、

セルビア、シエラレオネ、シンガポール、スロバキア、スロベニア、ソマリア、南アフ

リカ共和国、スペイン、スリランカ、パレスチナ、スーダン、スリナム、スウェーデン、

スイス、シリア、タイ、トーゴ、トンガ、トリニダード・トバゴ、チュニジア、トルコ、

ツバル、ウガンダ、ウクライナ、アラブ首長国連邦、英国、タンザニア、ウルグアイ、

バヌアツ、ベネズエラ、ベトナム、イエメン、ザンビア、ジンバブエ 

 

６ 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の締約国  

アフガニスタン、アルバニア、アルジェリア、アンゴラ、アンティグア・バーブ

ーダ、アルゼンチン、アルメニア、オーストラリア、オーストリア、アゼルバイジ

ャン、バハマ、バーレーン、バングラデシュ、バルバドス、ベラルーシ、ベルギー、

ベリーズ、ベナン、ボリビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボツワナ、ブラジル、

ブルガリア、ブルキナファソ、ブルンジ、カンボジア、カメルーン、カナダ、カー

ボベルデ、中央アフリカ、チャド、チリ、中華人民共和国、コロンビア、コモロ、

コンゴ共和国、クック、コスタリカ、コートジボワール、クロアチア、キューバ、

キプロス、チェコ、北朝鮮、コンゴ民主共和国、デンマーク、ジブチ、ドミニカ、

ドミニカ共和国、エクアドル、エジプト、エルサルバドル、赤道ギニア、エリトリ

ア、エストニア、エスワティニ、エチオピア、ＥＵ（欧州連合）、フィジー、フィン

ランド、フランス、ガボン、ガンビア、ジョージア、ドイツ、ガーナ、ギリシャ、

グレナダ、グアテマラ、ギニア、ギニアビサウ、ガイアナ、ホンジュラス、ハンガ

マーク、ジブチ、ドミニカ、ドミニカ共和国、エクアドル、エルサルバドル、赤道ギニ

ア、エリトリア、エストニア、エスワティニ、エチオピア、ＥＵ（欧州連合）、フィンラ

ンド、フランス、ガボン、ガンビア、ジョージア、ドイツ、ガーナ、ギリシャ、グアテ

マラ、ギニア、ギニアビサウ、ガイアナ、ホンジュラス、ハンガリー、インド、インド

ネシア、イラン、イラク、アイルランド、イスラエル、イタリア、ジャマイカ、ヨルダ

ン、カザフスタン、ケニア、クウェート、キルギス、ラオス、ラトビア、レバノン、レ

ソト、リベリア、リビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マダガ

スカル、マラウイ、マレーシア、モルディブ、マリ、マルタ、マーシャル、モーリタニ

ア、モーリシャス、メキシコ、モンゴル、モンテネグロ、モロッコ、モザンビーク、ナ

ミビア、ネパール、オランダ、ニュージーランド、ニカラグア、ニジェール、ナイジェ

リア、北マケドニア、ノルウェー、オマーン、パキスタン、パナマ、パラグアイ、ペル

ー、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、カタール、大韓民国、モルドバ、ルーマニ

ア、ロシア、ルワンダ、セントクリストファー・ネービス、セントビンセント、サモア、

サントメ・プリンシペ、サウジアラビア、セネガル、セルビア、シエラレオネ、シンガ

ポール、スロバキア、スロベニア、ソマリア、南アフリカ共和国、スペイン、スリラン

カ、スーダン、スリナム、スウェーデン、スイス、シリア、タイ、トーゴ、トンガ、ト

リニダード・トバゴ、チュニジア、ウガンダ、ウクライナ、アラブ首長国連邦、英国、

タンザニア、ウルグアイ、バヌアツ、ベネズエラ、ベトナム、イエメン、ザンビア、ジ

ンバブエ 

 

６ 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の締約国  

アフガニスタン、アルバニア、アルジェリア、アンゴラ、アンティグア・バーブ

ーダ、アルゼンチン、アルメニア、オーストラリア、オーストリア、アゼルバイジ

ャン、バハマ、バーレーン、バングラデシュ、バルバドス、ベラルーシ、ベルギー、

ベリーズ、ベナン、ボリビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボツワナ、ブラジル、

ブルガリア、ブルキナファソ、ブルンジ、カンボジア、カメルーン、カナダ、カー

ボベルデ、中央アフリカ、チャド、チリ、中華人民共和国、コロンビア、コモロ、

コンゴ共和国、クック、コスタリカ、コートジボワール、クロアチア、キューバ、

キプロス、チェコ、北朝鮮、コンゴ民主共和国、デンマーク、ジブチ、ドミニカ、

ドミニカ共和国、エクアドル、エジプト、エルサルバドル、赤道ギニア、エリトリ

ア、エストニア、エスワティニ、エチオピア、ＥＵ（欧州連合）、フィジー、フィン

ランド、フランス、ガボン、ガンビア、ジョージア、ドイツ、ガーナ、ギリシャ、

グアテマラ、ギニア、ギニアビサウ、ガイアナ、ホンジュラス、ハンガリー、アイ



リー、アイスランド、インド、インドネシア、イラン、イラク、アイルランド、イ

タリア、ジャマイカ、ヨルダン、カザフスタン、ケニア、キリバス、クウェート、

キルギス、ラオス、ラトビア、レバノン、レソト、リベリア、リビア、リヒテンシ

ュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マダガスカル、マラウイ、モルディブ、

マリ、マルタ、マーシャル、モーリタニア、モーリシャス、メキシコ、ミクロネシ

ア、モナコ、モンゴル、モンテネグロ、モロッコ、モザンビーク、ミャンマー、ナ

ミビア、ナウル、ネパール、オランダ、ニュージーランド、ニカラグア、ニジェー

ル、ナイジェリア、ニウ エ、北マケドニア、ノルウェー、オマーン、パキスタン、

パラオ、パナマ、パプアニューギニア、パラグアイ、ペルー、フィリピン、ポーラ

ンド、ポルトガル、カタール、大韓民国、モルドバ、ルーマニア、ロシア、ルワン

ダ、セントクリストファー・ネービス、セントルシア、セントビンセント、サモア、

サントメ・プリンシペ、サウジアラビア、セネガル、セルビア、セーシェル、シエ

ラレオネ、シンガポール、スロバキア、スロベニア、ソロモン、ソマリア、南アフ

リカ共和国、スペイン、スリランカ、パレスチナ、スーダン、スリナム、スウェー

デン、スイス、シリア、タジキスタン、タイ、トーゴ、トンガ、トリニダード・ト

バゴ、チュニジア、トルコ、ツバル、ウガンダ、ウクライナ、アラブ首長国連邦、

英国、タンザニア、ウルグアイ、ウズベキスタン、バヌアツ、ベネズエラ、ベトナ

ム、イエメン、ザンビア、ジンバブエ 

 

７ 水銀に関する水俣条約の締約国等 
アフガニスタン、アルバニア、アルジェリア、アンティグア・バーブーダ、アルゼン

チン、アルメニア、オーストラリア、オーストリア、バハマ、バーレーン、バングラデ

シュ、ベルギー、ベリーズ、ベナン、ボリビア、ボツワナ、ブラジル、ブルガリア、ブ

ルキナファソ、ブルンジ、カンボジア、カメルーン、カナダ、中央アフリカ、チャド、

チリ、中華人民共和国（香港及びマカオを含む。）、コロンビア、コモロ、コンゴ共和国、

コスタリカ、コートジボワール、クロアチア、キューバ、キプロス、チェコ、デンマー

ク、ジブチ、ドミニカ共和国、エクアドル、エルサルバドル、赤道ギニア、エリトリア、

エストニア、エスワティニ、ＥＵ（欧州連合）、フィンランド、フランス、ガボン、ガン

ビア、ジョージア、ドイツ、ガーナ、ギリシャ、ギニア、ギニアビサウ、ガイアナ、ホ

ンジュラス、ハンガリー、アイスランド、インド、インドネシア、イラン、イラク、ア

イルランド、イタリア、ジャマイカ、ヨルダン、ケニア、キリバス、クウェート、ラオ

ス、ラトビア、レバノン、レソト、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、

マダガスカル、マラウイ、マリ、マルタ、マーシャル、モーリタニア、モーリシャス、

スランド、インド、インドネシア、イラン、イラク、アイルランド、ジャマイカ、

ヨルダン、カザフスタン、ケニア、キリバス、クウェート、キルギス、ラオス、ラ

トビア、レバノン、レソト、リベリア、リビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、

ルクセンブルク、マダガスカル、マラウイ、モルディブ、マリ、マルタ、マーシャ

ル、モーリタニア、モーリシャス、メキシコ、ミクロネシア、モナコ、モンゴル、

モンテネグロ、モロッコ、モザンビーク、ミャンマー、ナミビア、ナウル、ネパー

ル、オランダ、ニュージーランド、ニカラグア、ニジェール、ナイジェリア、ニウ 

エ、北マケドニア、ノルウェー、オマーン、パキスタン、パラオ、パナマ、パプア

ニューギニア、パラグアイ、ペルー、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、カタ

ール、大韓民国、モルドバ、ルーマニア、ロシア、ルワンダ、セントクリストファ

ー・ネービス、セントルシア、セントビンセント、サモア、サントメ・プリンシペ、

サウジアラビア、セネガル、セルビア、セーシェル、シエラレオネ、シンガポール、

スロバキア、スロベニア、ソロモン、ソマリア、南アフリカ共和国、スペイン、ス

リランカ、スーダン、スリナム、スウェーデン、スイス、シリア、タジキスタン、

タイ、トーゴ、トンガ、トリニダード・トバゴ、チュニジア、トルコ、ツバル、ウ

ガンダ、ウクライナ、アラブ首長国連邦、英国、タンザニア、ウルグアイ、ウズベ

キスタン、バヌアツ、ベネズエラ、ベトナム、イエメン、ザンビア、ジンバブエ 

 

 

７ 水銀に関する水俣条約の締約国等 
アフガニスタン、アルバニア、アルジェリア、アンティグア・バーブーダ、アルゼン

チン、アルメニア、オーストラリア、オーストリア、バハマ、バーレーン、バングラデ

シュ、ベルギー、ベリーズ、ベナン、ボリビア、ボツワナ、ブラジル、ブルガリア、ブ

ルキナファソ、ブルンジ、カンボジア、カメルーン、カナダ、中央アフリカ、チャド、

チリ、中華人民共和国（香港及びマカオを含む。）、コロンビア、コモロ、コンゴ共和国、

コスタリカ、コートジボワール、クロアチア、キューバ、キプロス、チェコ、デンマー

ク、ジブチ、ドミニカ共和国、エクアドル、エルサルバドル、赤道ギニア、エリトリア、

エストニア、エスワティニ、フィンランド、フランス、ガボン、ガンビア、ジョージア、

ドイツ、ガーナ、ギリシャ、ギニア、ギニアビサウ、ガイアナ、ホンジュラス、ハンガ

リー、アイスランド、インド、インドネシア、イラン、イラク、アイルランド、イタリ

ア、ジャマイカ、ヨルダン、ケニア、キリバス、クウェート、ラオス、ラトビア、レバ

ノン、レソト、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マダガスカル、マ

ラウイ、マリ、マルタ、マーシャル、モーリタニア、モーリシャス、メキシコ、モナコ、



 

メキシコ、モナコ、モンゴル、モンテネグロ、モザンビーク、ナミビア、オランダ、ニ

カラグア、ニジェール、ナイジェリア、北マケドニア、ノルウェー、オマーン、パキス

タン、パラオ、パナマ、パラグアイ、ペルー、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、

カタール、大韓民国、モルドバ、ルーマニア、ルワンダ、セントクリストファー・ネー

ビス、セントルシア、セントビンセント、サモア、サントメ・プリンシペ、サウジアラ

ビア、セネガル、セー シェル、シエラレオネ、シンガポール、スロバキア、スロベニア、

南アフリカ共和国、スペイン、スリランカ、パレスチナ、スリナム、スウェーデン、ス

イス、シリア、タンザニア、タイ、トーゴ、トンガ、トルコ、ツバル、ウガンダ、ウク

ライナ、アラブ首長国連邦、英国、アメリカ合衆国、ウルグアイ、バヌアツ、ベトナム、

ザンビア、ジンバブエ 

 

８ 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約（以下「ワシントン条約」

という。） の締約国等 
（１）締約国 （略）  
 

（２）締約国でない国又は地域であってワシントン条約に係る管理当局に準ずる当局を有

する国又は地域 
クック、バチカン、ミクロネシア、ニウエ、南スーダン、台湾、東ティモール 

 

９～１１ （略） 

 

 
 

モンゴル、モンテネグロ、モザンビーク、ナミビア、オランダ、ニカラグア、ニジェー

ル、ナイジェリア、北マケドニア、ノルウェー、オマーン、パキスタン、パラオ、パナ

マ、パラグアイ、ペルー、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、カタール、大韓民国、

モルドバ、ルーマニア、ルワンダ、セントクリストファー・ネービス、セントルシア、

セントビンセント、サモア、サントメ・プリンシペ、サウジアラビア、セネガル、セー 
シェル、シエラレオネ、シンガポール、スロバキア、スロベニア、南アフリカ共和国、

スペイン、スリランカ、パレスチナ、スリナム、スウェーデン、スイス、シリア、タン

ザニア、タイ、トーゴ、トンガ、トルコ、ツバル、ウガンダ、ウクライナ、アラブ首長

国連邦、英国、アメリカ合衆国、ウルグアイ、バヌアツ、ベトナム、ザンビア、ジンバ

ブエ 

 

８ 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約（以下「ワシントン条約」

という。） の締約国等 
（１）締約国 （略）  
 

（２）締約国でない国又は地域であってワシントン条約に係る管理当局に準ずる当局を有

する国又は地域 
クック、ミクロネシア、台湾、東ティモール 

 

９～１１ （略） 

 

 

 


